
 
「誰もが暮らしやすい地域共生社会」の実現に向けて

 

対象者 
①宇陀市内在住の満６５歳以上の方 

②市税に滞納がない方 

助成額 
①対象者 1人につき 1回限り 

②集音器 1台分の助成対象経費額の１/２ 

申請 購入 請求 支払

■決定通知 

・請求書を添付 

 して郵送 

■決定後速やかに 

商品を購入 

■請求書 

■添付書類 

・領収証の写し 

■指定口座へ振込 ■申請書 

■納税等確認承諾書 

■添付書類 

・本人確認書類 

・金額の掲載された 

カタログ等の写し 

◇助成金交付の流れ  申請者 宇陀市

※聞こえには、個人差があります。 

  申請前に、市役所や購入予定事業者でまず体験してください。 

集音器設置個所（市役所関係） 市役所窓口・地域事務所・医療介護あんしんセンター 

■交付申請・お問い合わせ 

宇陀市役所 健康福祉部 介護福祉課 

TEL:０７４５－８２－３６７５ FAX:０７４５－８２－７２３４ E-mail:kaigo@city.uda.lg.jp 

 【上限 10,000 円】 

 ※ただし、付属品の購入経費、送料、修理費は助成対象外 

交付決定 

奈良県立医科大学細井学長が発見した「第 3の聴覚」といわれる軟骨伝導を活用

したイヤホン（CCHサウンド社）と集音器がセットされた商品です。 


